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馴鮒案

第
一
条
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る

を
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
ロ
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
改
め
る
。

（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
九
十
二
。
五
」
を
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
給
料
月
額
の
欄
中
三
六
四
、
五
○
○
円
」
を
「
二
六
四
、
七
○
○
円
」
に
改
め
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

0

〈

〈
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別表第三行政職給料表（第一条関係）

イ行政職給料表（一）
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3，300
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J，300

2，400

4，400

3－400

35’60C

40,50C
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bOO
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7．700
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回り
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200
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40， ．/00

41，900

42,900

44－ 100

7b，30C

77,000

78,800

90－30C

3，10C

3,10C

2,20C

4－300

45，90C

47,80C

49,70C

31－50C

/b， 100 4

76，900 4

78,700 14

90－300 4

300 4b9，30C

600 1460,000

900 1460,80C

100 461．500

3, ./00

3，600

3,500

1．400
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職員
の区

分

、鰭
号給

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額

7 級

給料月額

8 級

給料月額

9 級

給料月額

10 級

給料月額



462,200

463,000

463,700

464,300

522,200

523,100

523,800

524,300

382,100

383，500

385,000

386,600

427,300

428,600

429,900

431,100

245,400

246,400

247,600

248,900

281,800

283,700

285,500

287,400

325,500

327,500

329,400

331,500

353,400

355,200

357,000

358,700

33

34

35

36

195，500

196，900

198,400

199，900

388，000

389，200

390，400

391，500

432,300

433, 100

433,900

434,700

464,800

465,400

466,000

466,600

525,000

525,600

526,400

527,000

37

38

39

40

201,200

202,500

203,700

205,000

249,800

251,100

252,300

253,600

289,000

290,700

292,500

294,300

333,400

335,300

337,300

339,200

360,100

361,400

362,800

364,200

41

42

43

44

206，300

207，600

208，900

210，200

255,000

256,400

257,600

258,800

435,300

436,000

436,700

437,400

295，800

297，500

299,000

300,600

341,100

343,000

344,800

346,700

365,500

366,400

367,500

368,600

392，600

393,800

395，000

396, 100

467, 100

467，600

468，000

468，300

527,500

く
45

46

47

48

211，300

212，600

213,900

215，200

260,000

261,200

262,500

263,600

302,200

303,900

305,500

307,200

348,200

349,600

351,100

352,600

369,400

370,300

371,200

372, _100

396,800

397，500

398，200

398,900

438,200

439,000

439,400

440,100

468,600

49

50

51

52

216，300

217，400

218，400

219，500

264,700

265,800

267, 100

268,400

308， 100

309,600

311, 100

312，700

354,200

355,000

356,200

357,200

373,000

373，800

374，600

375,400

399，500

400， 100

400，600

401，000

440,600

441,000

441,400

441,800

53

54

55

56

220，600

221，600

222，500

223，500

269,400

270,500

271,800

273, 100

314，300

315,900

317，500

319,000

358, 100

359,200

360， 100

361，200

376, 100

376，800

377，500

378,200

401，400

401，700

402，000

402,300

442,200

442,600

443,000

443,300

《57

58

59

60

223，800

224,600

225，400

226，100

274,000

275,000

275,900

277,000

320，500

321，700

322，900

324，100

362, 100

362,800

363,500

364,200

378，700

379，300

379，900

380,600

402,600

402，900

403，200

403,500

443,600

444,000

444,300

444,600

61

63

63

64

226,800

227，800

228，600

229，400

278，100

279，100

280,000

281,000

324,800

325,700

326,500

327,300

364,600

365，200

365，900

366,600

381,000

381，700

382，300

382，900

403，800

404，100

404，400

404，700

444,900

任

1職

以
の
負 65

66

67

68

230，100

230，800

231，700

232，700

281,500

282，400

283,100

284，000

328，200

328，600

329，300

330， 100

366，900

367,600

368，300

369，000

383，300

383,900

384，500

385，100

二 405，000

405，300

405，600

405，900



406,100

406,400

406,700

407,000

385，500

386，000

386，500

387，100

369,300

369,900

370,600

371,200

285，000

285，800

286，600

287，400

330,900

331,600

332,300

333,000

233，400

234，000

234，500

235，200

69

70

71

72

407,200

407,500

407,800

408,000

387,400

387，800

388,200

388，600

333,500

334, 100

334,600

335,200

371,500

372,100

372,800

373,400

236，000

236，600

237,200

237，700

288,200

288,700

289,100

289,600

73

74

75

76

408,200

408,500

408,800

409,000

373，800

374,300

374,900

375，400

388，900

389，200

389,500

389，800

77

78

79

80

289，800

290，100

290，300

290，700

335,500

336，000

336，400

336，900

238，400

239,100

239,800

240,300

〔
390,000

390,300

390,600

390，800

409,200

409,500

409,800

410,000

375，900

376,500

377，000

377，300

81
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83
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240，800

241,500

242，200

242，900

290，900

291,100

291,500

291，800

337，300

337,800

338,300

338，800

377,700

378，200

378,600

379，000

391，000

391,300

391,600

391,800

410，20085

86

87

88

243，500

244,200

244，900

245，600

292,100

292,400

292，700

293，100

339,100

339,500

340，000

340,400

89

90

91

92

340,700

341, 100

341,600

342,000

379，400

379，900

380，300

380，700

392，000

392，300

392，600

392，800

246,100

246,600

246,900

247,300

293，400

293，800

294,100

294，500

一
錠
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95
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247,600 294，700

294，900

295，200

295，600

342，200

342，600

343， 100

343，500

381,000 393，000
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皿

295，800

296，100

296，500

296，900

343,700

344，100

344，500

344，800

101
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297，100

297，400

297，800
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345,100

345,500

345,900

346,300

四

ー



Jb

36

07

08

38,300

98,600

99,000

99－30C

46，800

47,200

47,600

48－000

99，500

99,900
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48
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０
０
０
０
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『
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囚

00
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300
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30C
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I 】(]
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門
１
Ｊ
Ｒ
ｌ
Ｕ
門
』

０
０
６
０

０
０
０
０

Ｊ
１
４
７

lOC

30C

600

90C

】4－

備考（一） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定する国会職員を除
く。

（二） 2級の’号給を受ける国会職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で両議院の議長が協
議して定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、 186,700円とする。

《

五

再任

朋職

貝
187．700 215，200 255,200 274,600 289．700 315． 100 356．800 389，900 441．000 521，400



ロ行政職給料表（二）

偶

300

900

500

200

圧

l,500

2,700

3，800

4－900

％怪

200

400

300

100

卜L』
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600

000

催
０
０
０
０

３
３
０
０

Jb

36

07

0g

｡J

85

86

88

JOO

600

20C

80C

，，800

7，000

3，100

9－300

J,400

1，800

3,20C

4－60C

Z00

700

100

40C

JO

OO

OO

OC

○j

88

9C

O1C

J3

95

96

98

j00

100

300

60C

400

200

40C

60C

6C

61

62

69

.,900

7,50C

9, 10C

0．50C

34,800

95,80C

97, 10C

98－20C

39,90C

40,900

41,90C

4300（

〕00

700

300

800

JC

31

03

04

う00

500

500

400

l, '/00

3，200

4,70C

6－00C

40C

50C

600

70C

43，800

44，800

45，800

46‐ROC

34

55

66

67

OC

01

0Z

J6

07

09

j00

300

500

10C

400

500

500

30C

5，900

7，600

8，500

9≧50C

Jと

O4

0f

O（

うOU

700

70C

70C

47，900

49，200

50,40C

5160C

ｏ
ｎ
ｕ
ｎ
Ｕ

Ｊ
《
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』
ヲ
』

C 一一

』，200

3，600

5，O00

3－50C

Z,300

3，200

4，200

5－000

J,300

1，800

3, 10C

4－20C

J7
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09

1C

d00
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ROC

』，700

3,90C

3,10C

3－30C

ぅ，800

3,900

3,00C

9－ 10C

/,600

3，100

0，500

1－900

3,600

3，900

3，200

9－50C

l, '/00

2,60C

3,300

4－200

う7，400

38,900

30，400

31900

j,bOO

4,700

3，000

7－200

sC

81

82

JOO

10C

10C

10C

40，300

41,500

42,80C

43－90C

JO

OC

OC

OC

○
九
劃
偶
し
円
ｒ

Ｊ
Ｒ
Ｊ
《
０
《
、

一
ハ

$()（4h （1(】（（}（奇9 （】I

職員
の区

分

魁
誌

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額



329，200

330，300

331，400

284,700

285，600

286，700

246，200

247，300

248，500

220,000

221，100

222，300

170,900

172，700

174,500

34

35

36

332，500

333，600

334，600

335，600

287,300

288，200

289,100

290，000

249，800

250，800

252,100

253，400

222，800

223，900

225, 100

226， 100

176,200

177,900

179,600

181，300

37

38

39

40

290，600

291,600

292，600

293，500

336,600

337，600

338，600

339，600

226，900

228， 100

229，100

230，200

254，400

255，600

256，500

257，800

41

42

43

44

182,800

184，200

185,5Q0

186,900

294，200

295， 100

296,000

296,900

340，500

341,500

342，500

343，500

45

46

47

48

188,400

189,700

191， 100

192,500

231，300

232，200

233，300

234，300

258，600

259，600

260，700

261，600

で

49

50

51

52

235，300

236，300

237，300

238，300

262，800

263，800

264，900

265，600

297，600

298，200

298，900

299，700

344，400

345,300

346，200

347，000

193,800

194，900

196,000

197,200

300，300

301， 100

301，800

302，500

53

54

55

56

198，300

199,400

200，300

201，400

239，400

240，400

241, 100

241，800

266，500

267，600

268，800

270,000

347，800

348，600

349,400

350， 100

57

58

59

60

202，500

203,500

204,500

205，500

242，700

243，600

244，500

245，200

270，800

271，800

272，900

273，900

303，200

303，900

304，700

305，400

350，800

351，600

352，400

353， 100 く

61

62

63

64

206，600

207，500

208，400

209，300

274，900

276，000

276，800

277，900

246,000

246，900

247，800

248，700

306,000

306，700

307，400

308， 100

353,800

354，500

355，200

355，900

65

66

67

68

210，000

210，800

211,500

212,300

249，500

250，300

251， 100

251，800

278，700

279，500

280，300

281， 100

308，600

309，100

309，700

310，300

356，500

357,000

357，500

358，000

七
再任

用職

員以

外の

69

70

71

72

212，700

213，300

213，600

214，000

252，500

253,100

253，500

253，900

310，900

311，300

311，800

312，300

281，700

282，500

283，300

284,000

358,400



職員

312，600

313，100

313，600

314,000

284，800

285，500

286，300

287，-100

254，100

254，500

255，000

255，500

214，200

214，600

215，100

215，700

73

74

75

76

314，200

314，500

314，800

315，100

287,700

288，200

288，700

289，100

255，800

256，200

256，700

257，200

215,900

216，600

217，100

217，600

77

78

79

80

315，、400

315，700

316,000

316，300

289，500

289，900

290,400

290，900

218，300

218，600

219,200

219，900

257，500

257，800

258， 100

258，400

81

82

83

84
ｑ
や
、
、
凸
。
ご
■
ロ
。
＆
●
〃
毎
０
●

４

／

で
〉

316,500

316,900

317，200

317，400

258,600

258，800

259，100

259，400

291，300

291，900

292，500

293， 100

220,500

220,900

221,300

222，000

85

86

87

88

317，600

317，900

318，200

318，500

259，600

259，800

260，200

260，400

293，400

293，900

294，400

294,800

89

90

91

92

222，500

223，000

223，500

223,900

318，700

319，000

319，300

319,500

295，200

295,700

296，200

296，700

93

94

95

96

224,300

224，700

225,100

225，400

260，700

261， 100

261，400

261，700

319,700

320，000

320，300

320，500

261，900

262，200

262，400

262，700

297，000

297，400

297，900

298，400

７
８
９
０

９
９
９
岨

225，700

226,200

226，700

227,200

C

ー" ､〆

I

320，700298，800

299，200

299，500

299,800

101

102

103

104

227，600

228，100

228，700

229，300

263，000

263，200

263，500

263，800

300,100

300，500

300，900

301，300

105

106

107

108

229,700

230,200

230,500

230，900

264，000

264，200

264，500

264，700

八

109

110

231, 100

231，500

265，000

265，300

301,600

302,000



ノ

JOU

200

500

700

56,00C

36,30C

36,50C

36．70C

2,60C

3,10C

3,60C

4－ 10C

900

200

500

700

4，400

4,80C

5,200

5．600

『
』
内
〔
〕
【
〔
‐
〕
【
【
』

J4

DE

3G

3f

０
０
０
０

０
０
０
０

，
Ｊ
司
畠
宮
３
弓
Ｉ

IⅡ]I

で

０
０
６
０

０
０
０
０

３
２
５
７

Jb

O6

06

0G

lOO

300

300

]00

J6

37

37

37

JOO

200

500

700

lOO

300

30C

〕OC

リ11（

く

備考この表は、機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会
職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

九

再任

用職

員
193，600 204．700 223,200 244，000 274，700



別表第四速記職給料表（第一条関係）

門

7,400

9,700

2, 10C

4－50C

円

39,30C

11,60C

13,80C

1610〔

門

33，500

35,700

37,800

39－900

円

l,500

3，100

4,600

3－20C

円

35，500

97，300

99, 100

OO－90C

円

30,100

31，600

53, 100

54－700

うO0

300

100

50C

3，400

),600

2,900

5－ 10C

０
０
０
０

Ｊ
’
０
０
０

400

200

00C

gOC

j'/,600

39， 100

40,400

41－80C

JOO

40C

90C

40C

J2

04

06

07

94

96

98

Jj

68

70

C
3,709

7，800

3，100

2－400

400

400

60C

80C

〕C

〕2

04

07

300

500

800

00C

42，700

44,400

46,200

47700

/00

400

000

500

J9，400

11,200

13,00C

14－80C

35，800

38， 100

40，300

42－60C

4，b00

5，800

9，000

1－40C

J9,100

11,400

13,600

15900

49，20C

51,00C

52,70C

54－50C

6，200

3，000

9,700

1－50C

ZOO

900

50C

200

う3，500

36，500

69，400

71－300

7，800

0，100

2，300

4－50C

44，400

46，600

48,700

50．80C

〕6，200

ﾗ8，000

30,000

32－ 10C

36

9C

92

DQ

/O0

400

200

90C

jUO

900

500

100

3,000

7,300

9,70C

210［

う00

300

000

900

う，b00

3,600

3，900

3－000

JOO

〕00

000

000

隅
Ｕ
錬
り
Ｒ
ｕ
伯

、
ゴ
「
ゴ
、
ワ
、

600

900

400

90C

9，b00

11200

2,800

4－40C

.4

36

38

7C
C

列
司
虞
Ｕ
・
嗣
圏
１

日
〕
Ｑ
Ｊ
Ｑ
Ｊ
ロ

300

300

200

700

000

400

800

200

０
０
６
ｔ

０
０
０
０

１
３
３
１

Ｊ
３
３
９

ZOC

5OO

700

000

4，200

4，300

3，300

9－30C

J，b00

2，600

4，700

6．800

j93，800

395,800

397，900

400－ 100

43，300

45,400

47,600

49－700

06

07

08

10

j00

300

30C

20C

40，600

41，800

42,800

44．000

30， 100

32，000

84,000

R5700
一

○〃，800

78，800

30,000

91200

面
１
Ｊ
Ｆ
ｑ
Ｌ
ノ
色
。
〃
酢
Ⅱ

０
０
０
０

４
４
４
４

30C

50C

30C

20C

4b，ZOO

46, 100

47,20C

4840C

3．/，b00

39,600

91,600

93－70C

員
区
職
の
分

髄
誌

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額



37

38

39

40

408，300

410，200

412,000

413，800

249,300

250,400

251，400

252，500

295，700

297，600

299，600

301，600

359,200

360,900

362，800

364，700

382,200

383，200

384，300

385，400

216，300

217,400

218，400

219，500

１
２
３
４

４
４
４
４

220,600

221,500

222,300

223,200

253，900

255,000

255，900

256,800

303，200

305，200

307，000

308，900

366，500

367，800

369，600

371,300

386，200

387，300

388，400

389，500

415，300

416，500

417，700

419,000

45

46

47

48

223，500

223，900

224，300

224,600

257，700

258，600

259，500

260,200

310,700

312，700

314,600

316，600

372，900

373,700

374,400

375，200

390， 100

391，000

391，900

392，800

420，300

421,600

422，900

424,100

49

50

51

52

225,000

225,400

225,600

225,800

260，800

261，400

262，200

263,000

317，800

319，600

321，400

323，300

375，900

376，500

377， 100

377，700

393，400

394，300

395,100

395,900

425，200

426，500

427，800

429，000

ぐ

53

54

55

56

226,000

226,200

226,500

226j700

263，700

264，300

265, 100

265,900

325, 100

327,000

328,900

330,700

377，900

378，500

379,000

379,600

396,500

397，300

398,000

398，700

430， 100

430，900

431,700

432，500

57

58

59

60

226,900

227, 100

227,300

227,500

266，400

267，000

267，400

268,000

332，400

334，000

335，500

337, 100

379,900

380，500

381, 100

381,700

399，500

400,300

401, 100

401,900

433，200

433，900

434，600

435,300

再任

用職

員以

外の

職員 61

62

63

64

227,900

228,200

228,500

228,700

268,400

269,000

269,500

270,000

338，300

339，400

340,400

341,400

382，000

382，600

383，300

383f900

402,600

403，200

403,700

404，400

436，200

437，000

437,400

438， 100

〈
65

66

67

68

229, 100 270,200

270,600

271, 100

271，700

342，400

343, 100

344,000

345,000

384，200

384,800

385，500

386， 100

404，800

405，300

405，800

406，300

438，700

439， 100

439，500

439,900

69

70

71

72

272，300

272，900

273，500

274, 100

345,900

346，700

347，600

348，500

386，600

387，200

387，900

388，500

406，800

407，200

407,600

407，900

440，400

440，800

441，200

441，500

73

74

75

76

274，500

274，800

275，200

275，600

349，400

350， 100

350，700

351,400

388,800

389，500

390，100

390，500

408，200

408,600

409，000

409，200

441，900

442，300

442，600

442,900

■■■■■■ 一

一

77

78

275，900

276，100

351，800

352，400

390,900

391,500

409，500

409，900

443，300



0,800

1,200

1，600

1‐ROO

即
ノ
ム
ｎ
コ
』
炉
ｑ
Ｌ
ｊ
釦

吋
凶
ゾ
へ
印
』
へ
凶
ソ
へ
凶

300

400

90C

40C

〕O0

700

40C

DOC

800

100

400

700

6，30U

6,800

7,400

7－ROC

900

200

50C

90C

39

9C

91

コリ

3,40C

3,90C

9,50C

O－00C

/9

79

79

RC

400

500

70C

]OC

怪
蕊
腫
、
・
心
ｂ
８
ｖ
〆
〃

心
一
で
』

33

94

9E

9f

300

500

30C

100

50，400

60，800

61,300

61．700

lOO

700

200

30C

j00

300

]00

300

38

99

00

]OO

500

000

ROO

J］

J2

x

D4

〕O0

700

00C

20C

４
ｊ
詞
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｌ

○
内
０
穴
○
ハ
、

Jb

Oビ

07

08

ぅ6，000

36,500

67,00C

67－50C

3，b00

33，800

34， 100

94－300

C

34，600

35,00C

35,40C

g5－70C

JUU

500

900

300

300 1 369－800

一
一
一

備考この表は、速記に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

再任

用職

員

182．800 209．800 279．400 309．400 338．500 371．400



ー

別表第五議院警察職給料表（第一条関係）

円

47，600

49,800

52, 100

54－300

門
眈
眈
眈
Ⅸ

門
伽
卯
叩
、

９
２
４
５

円
伽
伽
伽
Ⅸ

【
《
０
》
【
へ
０
Ｊ
《
へ
Ｄ
Ｊ
【
へ
』

門
叩
伽
伽
伽

３
１
３
７

円

3,100

2,000

4，000

5．900

3，b00

5,400

7,60C

9－60C

６
６
６
０

０
０
０
０

Ｆ
○
舟
弘
４
江
『
～

03

05

07

09

０
０
０
０

０
０
０
０

畑
士
Ｐ
ヘ
Ｊ
』
『
四
穴
へ
』

ぐ０
０
０
０

０
０
０
０

６
９
１
４

7，40C

9,20C

1,00C

2－80C

０
０
０
０

０
０
０
０

３
４
７
０

4，b00

6，700

3，700

0－90C

Ｕ
】
【
目
６

０
０
０
０

０
０
０
０

７
０
３
６

34，60C

36,500

38,40C

40－30C

J，40C

l,800

2，900

4．20C

J，900

1,900

4，000

3．000

0，b00

2，600

4,800

6．90C

70C

800

80C

90C

J1

〕4

]6

]9

JC

OO

OO

OC

０
０
０
０

０
０
０
０

，
Ｋ
ザ
再
Ｊ
０
内
局
』
Ｐ
〔
』

4，900

3，300

7,700

〕－00C

（，800

), 100

2，200

4－500

1，400

3，200

ﾗ,000

3．800

49， 10C

50,60C

51,90C

53．30C

j6，600

38,700

40，900

43－000

j6，900

38,900

70，700

72．800

IOO

300

100

200

〔
3，700

0,400

2,300

4－ 100

300

000

300

500

JO

30

00

00

4，800

7，000

9,000

1－ 100

74，400

76，500

78,60C

30－70C

lOO

20C

400

30C

９
１
９

９
０
０

３
４
４

35

．1

3，800

7，600

9，400

1－200

J， ､ｲOC

3,90C

2,20C

3－40C

卵
妬
”
、

600

400

100

900

う00

500

400

300

300

000

900

100

40b

407

409

０
２
４
６

Ｊ
・
０
０
３

OC

OC

OC

OC

j，000

4,60C

5,20C

7－800

’
一
一
一

j9，lOC

40－90C

400

200

員
区
職
の
分

粧
誌

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額



423,000

424,800

402,500

404，300

372，800

374，800

311,600

313，300

270,500
巾

271，500

242，700

244，500

39

40

426,600

428,300

430，000

431,600

405,700

407，200

408,600

410,000

376，800

378，900

381，000

383,000

315，000

317，000

319，100

321，200

272,900

274,100

275，400

276，600

245，900

247，400

248，700

250, 100

41

42

43

44

433，000

434，300

435，700

437，000

411，500

413,200

414，800

416，500

384，700

386，500

388,200

390，000

322，900

324，900

326，900

328，800

277，900

279，400

280，800

282，300

45

46

47

48

251,400

252，700

253，900

255， 100

438，000

438，900

439，800

440，600

391，400

393，000

394， ．600

396，200

418,000

419,100

420，200

421,200

284,200

286，000

287，600

289，000

330，400

332，200

333，900

335，900

49

50

51

52

256，200

257，400

258，400

259，500

C
422,000

422,900

423，800

424，600

441，600

442，000

442，200

442，500

398， 100

399，700

401，300

403，000

290,700

292，400

294, 100

295，700

337，500

339，400

341，200

343，200

53

54

55

56

260,100

261,200

262,300

263,400

442，800

443，100

443，400

443，700

425，200

425，700

426，400

427，200

404，800

406，100

407，500

408，800

57

58

59

60

264，200

265，400

266，400

267，500

297，200

298，900

300，700

302，500

344，400

346，400

348，300

350,200

443，900

444,300

444，700

445， 100

427，600

428，200

428，700

429，200

352,000

354,200

356,400

358,600

409，800

410，900

412，000

413， 100

61

62

63

64

268，700

269，500

270，900

272， 100

304,000

305,800

307，600

309，300

旬

445，300

445，600

446，000

446，200

413，800

414，800

415，800

416,700

429，700

430，300

430，700

431，200

360，500

362,600

364，600

366，700

65

66

67

68

273，100

274，600

275，800

277，200

310，600

312,300

313,700

315，400
0

446，400

446，700

447， 100

447,400

417,500

418,000

418,600

419, 100

431，400

431,700

432，000

432，300

278，800

280,400

281,700

283，200

316,800

318，300

319,700

321,300

368，400

369，900

371，300

372,800

69

70

71

72

再
用
員

外0

職 447,600

447，800

448,200

448，500

419，700

420,100

420,600

421， 100

432，700

433，000

433,300

433，600

73

74

75

76

284,600

285,800

287,200

288,400

322，200

323，800

325，300

327，000

374，000

375,200

376，500

377，800

一

448，700

448,900

449，300

449，600

421，500

422，000

422，600

423,100

433，900

434,200

434，500

434，800

379, 100

380，400

381，700

383，000

77

78

79

80

289，900

291，400

293，000

294，600

328，800

330，500

332，100

333,700

四

435， 100 449,800423,30081 295，800 335，400 384， 100



450,000

450,400

450,700

435,300

435,600

435,800

423,900

424,400

424,600

385，400

386，600

387，900

337,100

338,700

340,400

297,200

298,700

300,200

82

83

84

450，900436,100

436，300

436，600

436，800

424，800

425，300

425,600

425，900

389, 100

389，900

390，600

391，400

341，800

343,300

344,800

346,300

301,100

302，600

303，800

305，300

85

86

87

88

437， 100

437,300

437，600

437，800

426,200

426,600

427,000

427,400

392,000

392,700

393，400

394，100

347，500

348,700

350,000

351，300

306,600

308,000

309, 100

310,500

89

90

91

92

戸

427，700 438, 100394，700

395，200

395，800

396，300

93

94

95

96

311，400

312，900

314，200

315,700

352，800

354，300

355，800

357,300 〈

358，600

359，800

360，900

362, 100

396，900

397，300

397，900

398，400

ｗ
肥
弱
Ⅷ

317，200

318,700

320, 100

321,600

363， 100

364,200

365,300

366，500

398,900

399，300

399，800

400,200

101

102

103

104

322，900

324,200

325，600

326，900

400，500

400,900

401,400

401，700

105

106

107

108

328, 100

329,400

330,700

332,000

367,600

368， 100

368,700

369,300

402,200

402,700

403,200

403,700

'09

110

111

112

333，400

334,300

335，400

336，600

369，900

370，400

370，900

371,400

虹

403,900

404,400

404，900

405，400

３
４
５
６

１
１
１
１

１
１
１
１

337，700

338,800

339，800

340,900

371，900

372，300

372，900

373，400

､

117

118

119

120

342, 100

343, 100

344，100

345，000

405，600

406， 100

406，600

407,100

373，800

374，300

374,900

375,300一

五
121

122

123

124

345,900

346,800

347，800

348，800

375，500

376，000

376，400

376，700

407,400

407，900

408,300

408，800



j00

30C

30C

gOC

49

50

50

800

300

900

500

r9

79

3C

9C

０
０
８
ｔ

０
０
０
０

口
日
■
▲
〔
『
■
］
■
０
Ⅱ
▲
【
『
』

300

200

70C

10C

,00

900

400

900

ZOO

60C

OOC

400

で）
忌む曲 ノ"

60C

10C

50C

gOC

3， 100

3，500

3瓜000

駅500

800

30C

80C

300

C

備考この表は、議院警察に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

一
一
ハ

再任

用職

員

253，200 258.200 285， 100 309，800 327，500 354，200



第
二
条
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
の
一
部
を
次

分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
百
分
の
五
十

五
」
を
「

百
分
の
五
十
・

五
」
に
改
め
る
。

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百

第
一

一
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ぐ

〔

一

七

号給 給料月額

１
２
３
４
５
６
７

円

375,000

422,000

472,OOO

533,OOO

608,OOO

710,OOO

830,OOO



第
四
条
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
十
一
月
子
一
百
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年

２
第
一
条
の
規
定
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第
二
項
の
改
正

条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関

規
定
及
び
給
与
規
程
第
七
条
の
四
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
規
程
（
次

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
程
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い

例
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特

（
施
行
期
日
等
）

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
改
め
る
。

附

則

、
域
、
ｔ
；
．
／

、
〆
“

《
ｈ
一
参
●
鰯
臓
瞳
、
』
、

○

一

八



第
二
条
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の

第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
規
程
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
基
づ

る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
よ

（
給
与
の
内
払
）

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

ぐ

〈

一

九



？

○

策
七
条
ぴ

②
期
泰

⑧
～
⑥

②露

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
蛙
兼
新
旧
対
照
表

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
（
第
一
条
関
係
）

と
す
る
。

｜
と
す
る
。

Ｚ
塞
凹
己

一

＄
７
兀 除

く
）
に
つ
い
て
は
百
分
の
百
七
十
二
・
五
、
そ
れ
以
外
の
匡
会
臘

い
て
は
百
分
の
百
三
十
（
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職

の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
及
び
指
定
職
給

外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑
、
因

責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
の
う

職
暁
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
ヨ
会
職
員
を
漆
く
。
次
条
第
二
項
に

昌
咽
壁
瞳
側
目
自

0 、

ぐ
Ｚ
土
恒
グ

』
ほ
め
幸

芸 I

⑧
～
⑥
（
同

第
七
条
の
四

②
（
同
上
）

②巽
王
一
合
室
▽
可
二
一

1

■
■

〃
″
》
■
■ のり

〈

行
政
聡
給
料
表
倍
の
適
用
を
受
け
る
国
会
臨

上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
及
び
指
定
職
給

筵
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑
、
閑

相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
の
う

ゞ
定
め
る
ヨ
会
職
員
を
簾
く
。
次
条
第
二
項
に

×
一

1X 可

の甲

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

工
一仏

土
僧
グ

-1-

改
正

業
Ⅷ
後

現
行



I

務
総
長
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
、
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
、
裁
判
官

弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
及
び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
委
員
長
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
属
長
が
支
給
す
る
勤
勉
手

当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
国
会
職
員
次
に
掲
げ

る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
九
十
七
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ

て
は
、
司
州
洲
割
引
打
匂
１
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
利
剴
目
斗
１
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
次
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
（
略
）

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
洲
。
判
村
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
．
④
（
略
）

C

イ
（
同
上
）

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
．
④
（
同
上
）

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
州
創
判
刈
刑
コ
ー
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ

て
は
、
司
州
洲
割
引
刃
４
１
封
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
制
判
判
河
口
１
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
（
同
上
）

一
（
同
上
）

C

－2－



別
表
第
一

特
別
給
料
表
（
第
一
条
関
係
）

●

く

別
表
第
一

特
別
給
料
表
（
第
一
条
関
係
）

〔

－3－

各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は

副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
参
事

･へ

略
…

へ

略
…

職
名

二三’四五六七八九十十十
号号号号号号号号号一二
給給給給給給給給給号号

給給

二二三三四四四四五五五

七九二六○三六九二五八
三五六二○六三三五五六
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

三二四二七○四九五五二
○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○
円円円円円円円円円円円

一
号
給

二
六
四
、
七
○
○
円

へ

略
…

へ

略
…

給
料
月
額

各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は

副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
参
事

（
同
上
）

（
同
上
）

職
名

四五六七八九十十十
号号号号号号号一一
給給給給給給給号号

給給

三三四四四四五五五

二六○三六九二五八
六二○六三三五五六
、 、 、 、 、 、 、 、 、

四二七○四九五五二
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

円円円円円円円円円

今
三
号
給
二
九
五
、
二
○
○
円

二
号
給
二
七
三
、
三
○
○
円

｜
号
給
。
利
凹
１
制
司
引
剛

（
同
上
）

（
同
上
）

給
料
月
額
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H

3,400

1,500

4,500

7,500

0,500

3,500

6,50C
9－60C

円

9,200

1,400

3,700

5,900

3,100

0,100

2,300

4,500

6,400

8,600

0,600
2-800

円

54,200

66,000

67,800

69,900

71,600

73,400

75,200

77,200

79,200

81,200

83,100

85,000

87,000

88,900

90,800

92,600

94,400

96,40C

98,50C

OO,50C

O2,40C

O4,500

06,50C

O8,60C

10,30C

12,40C

l4,40C

l6,40C

18,10C

20,10C

22,20C

24,30C

25,50C

27,50C

29,40C

31,50C

33,40C

35,30C

37,30C

39－20C

門

'6,100

17,200

18,400

19,500

；0,600

i1,700

i2,800

ﾗ3,900

ﾗ4,900

ﾗ6,300

ﾗ7,600

ﾗ8,900

30,10C

31,60C

33,10C

34,700

35,90C

37,40C

38,90C

70,40C

71,70C

74,40C

77;00C

79,60C

32,20C

33,90C

35,50C

37,20C

38,70〔

90,40〔

92,20〔

93,90〔

95,50〔

96,90〔

38,40〔

39,90〔

01,20〔

〕2,50〔

33,70C

D5－OO〔

H

19,200

11,400

13,700

15,900

18,10O

IO,100

)2,300

)4,500

16,400

38,600

10,600

12,800

14,600

16,600

18,600

ﾗq,600

ﾗ2,300

ﾗ4,30C

ﾗ6,100

ﾗ8,00C

ﾗ9,90C

31,80C

33,80C

35,70C

37,70C

39,60C

71,60C

73,60C

75,10C

76,90C

78,70C

30,30C

32,10c

33,50C

35,00C

36,60［

38,00〔

39,20〔

90,40C

91－月0〔

問

う3,000

34,900

36,70C

38,800

70,500

72,400

74,300
76,40C

78,40C

80,40C

82,50C
M_月of

【,700

1,600

7,700

),800

3,900

3,200

ﾖ,700

1,100

3,500

5,300

7,IOC
9－OOf

j2,9UU

う5,500

37,900

70,500

72,400

74,900

77,20C

79,700

32,100

34,80C

ﾖ7,40C
1010C

j9，700

〕1,900

〕4,000

〕6,000

ﾖ7,900

30,000

32,200

14,200

06,100

08,400

10,600

12,90C

l5,000

17‘IOC

19,300

21,400

23,30C

25,30C

27,30C

29,30C

31,00C

33,10C

35,10C

37,20C

38,60C

40,50C

42,40C

“,30C

45,90C

47,80C

49,70C

51,50C

53,40C

55,20C

57,00C

58,70C

60,lOC

61,40C

62,80C

64.20C

jl,bOO

〕3,100

〕4,600

〕6,200

37,600

39,300

10,800

12,400

13,500

45,000

46,600

47,900

49,400

50,800

52,100

53,500

55,000

56,500

58,200

50,000

61,600

63,300

64,900

66,500

68,400

70,200

71,900

73,600

75,300

77,000

78,800

80,30C

81,80C

83,70C

85,50C

87,400

89,00C

90,700

92,500

94-300

ﾖ5,500

〕7,300

99,100

00,900

02,400

M,200

06,000

07,800

09,400

11,200

13,000

14,800

16,200

18,000

19,700

21,500

23,200

24,900

26,500

28,100

29,50C

31,200

32,80C

34j40C

35,40C

36,90C

38,30C

39,500

40,70C

41,900

42,90C

“,10C

45,40C

46,40C

47,60C

48,90C

49,80C

51,10C

52,300

53-60C

1,700

1,600

7,700

〕,800

3,900

3,200

3,700

1,100

3,500

5,300

7,100

9,000

0,70C

2,100

3,40C

4,500

5,80C

6,800

7,700

8,600

9-50C

]8,100

10,500

13,000

15,400

17,300

19,600

21,700

23,900

25,900

28,000

30,100

32,200

33,900

35,700

37,700

39,700

41,600

43,400

45,200

46,900

48,700

50,200

51,600

53,100

54,500

55,800

57,100

58,300

59,300

60,000

60,800

61,500

62,200

63,00C

63,700

64,300

64,800

65,400

66,000

66-600

jZ09UU

う5,500

う7,900

70,500

72,400

74,900

77,200

79,700

ｮ2,100

34,800

ｮ7,400

ﾖ0,100

32,500

94,800

97,000

99,400

01,200

03,200

05,100

06,900

08,800

10,600

12,400

14,300

16,100

17,600

19,100

20,700

22,30C

23,600

24,900

26,10C

27,300

28,60C

29,90C

31,10C

32,30C

33,10C

33,90C

3470C

38，900

ｦ1,100

ｦ3,400

ｦ5,500

97,400

39,700

02,000

04,200

06,100

08,400

10,600

12,900

15，00C

l7，10C

19,30C

21,40C

23,30C

25,30C

27,30C
29－30〔

10,000

11,600

13,100

'4,700

16,100

17,800

19,300

10,900

12,100

13,600

15,200

16,600

18,100

19,600

i0,900

ﾗ2,300

ﾗ3,800

ﾗ5,400

ﾗ7,100

ﾗ8,900

う0,500

32,300

34,000

35,700

37,600

59,500

71,300

73,100

74,800

76,700

78,600

30,300

81,80C

33,70C

85,50C

87,400

89,00C

90,70C

92,50C

94－300

ﾀ4，000

〕5,800

〕7,600

〕9,400

〕0,900

〕2,700

〕4,500

06,300

07,900

09,700

11,500

13,300

14,700

16,500

18,200

20,000

21,70C

23,400

25,00C
，R60C

'4,100

15,200

16,400

17,500

18,600

19,700

i0,800

i1,900

i3,000

i4,400

ﾗ5,700
i7D000

ﾗ8,300

ﾗ9,800

ぅ1,300

う2,900

う4,200

ﾗ5,70C

37,20C
3g－70C

r0,500

73,500

76,500

79,600

32,300

35,400

38,400

91,500

94,200

96,500

98,800

01,100

03,200

04,600

06,100

07,500

08,70C

10,lOO

ll960C

13,lOC

14,20C

15,30C

16,50C

l7,700

18,70C

l9,600

20,50C

21,40C

22,20C

23,10C

23,80C

24,30C

25,00C

25,60C

26,40C

27-OOC

I

ぐく

I32,300

54,300

56,100

58,00C

59,90C

61,80C

63,80C

65,70C

67,700

69,60C

71,60C

73,60C

75,10C

76,900

78,70C

80,30C

82,10C

83,500

85,000

86,60C

88,00C

39,200

30,400

31-500

皿,ZUL

93,20C

O5，10（

06,90C

O8,80C

l0,60C

l2,40（

14,30〔

16,10〔

17,60〔

19，10C

20,70C

22,30〔

23,60C

24,90［

26,10〔

27,30C

28,60C

29,90C

31,10C

32,30C

33,10C

33,90C

M､70C

J3，ZUU

]4,600

06,10C

O7,500

08,700

10,100

11,60C

13，10C

l4,20C

l5,30C

l6,500

17,700

18,700

19,600

20,50C

21,40C

22,20C

23,100

23,80C

24,30C

25,00C

25,600

26,400

27△000

J4，40U

〕6,400

ｦ8,500

]0,500

〕2,400

〕4,500

36,500

]8,600

10,300

12,400

14,400

16,400

18,100

20,100

22,200

24,300

25,50C

27,50C

29,40C

31,50C

33,40C

35,30C

37,30C

39.20C

ｉＯ

1,000

ﾗ,500

ｮ,900

3,200

ｦ,500

〕,700

1,700

2,900

4,200

5,30C

6,50C

7,80C

8,70C

O,100

1,50C

'-90C

j0，.ｲUU

32,400

34,000

ﾖ5,700

37,200

38,900

30,700

〕2,400

94,000

95,400

96,900

98,400

99,700

01,00C

O2,200

03-500

０
０
０
０

９
８
７
４
２
Ｉ
４
８

ｂ
７
９
１
・
・
１
２
４

■
●
■
“
■
、
＆
■
■
■
■
二
勺
■
己

。
『
■
四
『
「
‐

､6－3001 255－0001 295．8001 341－1001 365－5001 392－6001 435－3001 467－1001 527－50@M_8001 254－3001 295.8001 341．1001 365．5001 39Z,6001 435．300I 467olUOl bz7,bUC

C C

■ ■

現 行 改 正 秦彼

、購 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額



ゾし

'136,000

436,700

437,400

438,200

‘139,000

439,400

440,100

440,600

‘141,000

441,400

441,800

‘142,200

4'12,600

443,000

4‘13,300

4'13,600

444,000

444,300

'1‘M,600

4‘1ィ,900

467,600

468,000

468,300

468,600

393,800

395,000

396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

400,600

401,000

401,400

401,700

'102,000

402,300

402,600

402,900

‘'03,200

403,500

403,800

40‘1,100

404,400

40''’700

405,000

405,300

405,600

‘105,900

406,100

‘106,400

‘106,700

407,000

‘107,200

407,500

407,800

408,000

408,200

‘108,500

408,800

409,000

409,200

''09,500

409,800

410,000

410,200

366,400

367,500

368,600

369,‘100

370,300

371,200

372,100

373,000

373,800

374,600

375,400

376,100

376,800

377,500

378,200

378,700

379,300

379,900

380,600

381,000

381,700

382,300

382,900

383,300

383,900

384,500

385,100

385,500

386,000

386,500

387,100

387,400

387,800

388,200

388,600

388,900

389,200

389,500

389,800

390,000

390,300

390,600

390,800

391,000

391,300

391,600

391,800

343,000

34‘1,800

3'16,700

3‘18,200

349,600

351,100

352j600

354,200

355,000

356,200

357,200

358,100

359,200

360,100

361,200

362,100

362,800

363,500

364,200

364,600

365,200

365,900

366,600

366,900

367,600

368,300

369,000

369,300

369,900

370,600

371,200

371,500

372,100

372,800

373,400

373,800

374,300

374,900

375,‘100

375,900

376,500

377,000

377,300

377,700

378,200

378,600

379,000

256,‘100

257,600

258,800

260,000

261,200

262,500

263,600

26‘1,700

265,800

267,100

268,‘100

269,400

270,500

271,800

273,100

274,000

275,000

275,900

277,000

278，100

279,100

280,000

281,000

281,500

282,'100

283,100

284,000

285,000

285,800

286,600

287,400

288,200

288,700

289,100

289,600

289,800

290,100

290,300

290,700

290,900

291,100

291,500

291,800

292‘100

292,400

292,700

293,100

297,500

299,000

300,600

302,200

303,900

305,500

307,200

308,100

309,600

311,100

312,700

314,300

315,900

317,500

319,000

320,500

321,700

322,900

324,100

324,800

325,700

326,500

327,300

328,200

328,600

329,300

330,100

330,900

331,600

332,300

333,000

333,500

33‘1,100

33‘1,600

335,200

335,500

336,000

336,‘100

336,900

337,300

337,800

338,300

338,800

339,100

339,500

340,000

3‘10,400

207,600

208,900

210,200

211，300

212,600

213,900

215,200

216,300

217，‘100

218,400

219,500

220,600

221,600

222,500

223,500

223,800

224,600

225,‘lOO

226,100

226,800

227,800

228｡600

229,400

230,100

230,800

231,700

232,700

233,400

23‘1,000

234,500

235,200

236,000

236,600

237,200

237,700

238,400

239,100

239,800

2‘10,300

2‘10,800

2‘11,500

242,200

242,900

2‘13,500

2'1‘1,200

2'1‘1,900

245,600

２
３
４

４
４
４

467,600

'168,000

468,300

‘168,600

393,800

395";;000396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

‘100,600

401,000

401,'100

401,700

402,000

‘102,300

402,600

402,900

403,200

403,500

403,800

404,100

404,‘100

404,700

‘105,000

405,300

405,600

405,900

406,100

406,400

‘106,700

407,000

'107,200

407,500

407,800

408,000

408,200

408,500

408,800

409,000

409,200

409,500

409,800

‘110，000

410,200

‘136,000

436,700

437,400

‘138,200

439,000

439,400

4‘10,100

440,600

441,000

441,400

‘1‘11,800

442,200

442,600

443,000

443,300

“3,600

“4,000

444,300

444,600

444,900

297,500

299,000

300,600

302,200

303,900

305,500

307,200

308,100

309,600

311，100

312,700

314,300

315,900

317,500

319，000

320,500

321,700

322,900

324,1001

324,800

325,700

326,500

327,300

328,200

328,600

329,300

330，100

330,900

331,600

332,300

333,000

333,500

334,100

33'1,600

335,200

335,500

336,000

336,400

336,900

337,300

337,800

338,300

338,800

339,100

339,500

3‘10,000

340,400

343,000

3‘1'1,800

3'16,700

348,200

349,600

351,100

352,600

354,200

355,000

356,200

357,200

358,100

359,200

360,100

361,200

362,100
362,800

363,500

364,200

364,600

365,200

365,900

366,600

366,900

367,600

368,300

369,000

369,300

369,900

370,600

371,200

371,500

372,100

372,800

373,400

373,800

374,300

374,900

375,400

375,900

376,500

377,000

377,300

377,700

378,200

378,600

379,000

366,400

367,500

368,600

369,400

370,300

371,200

372,100

373,000

373,800

37,',600
375,400

376,100

376,800

377,500

378,200

378,700

379,300

379,900

380,600

381,000

381,700

382,300

382,900

383,300

383,900

384,500

385,100

385,500

386,000

386,500

387,100

387,‘100

387,800

388,200

388,600

388,900

389,200

389,500

389,800

390,000

390,300

390,600

390,800

391,000

391,300

391,600

391,800

255,700

257,100

258,400

259,600

260,900

262,300

263,600

264,700

265,800

267,100

268,‘100

269,400

270,500

271,800

273,100

274,000

275,000

275,900

277,0001

278,100

279,100

280,000

281,000

281,500

282,400

283,100

284,000

285,000

285,800

286,600

287,400

288,200

288,700

289，100

289,600

289,800

290,100

290,300

290,700

290,900

291,100

291,500

291,800

292,100

292,400

292‘700

293，100

206,100

207,''00

208,700

209,800

211,100

212,400

213,700

214,800

215,900

216,900

218,000

219,100

220,100

221,000

222,000

222,400

223,300

224,100

224,900

225,600

226,600

薑＃
229,800

230,700

231，700

232,400

233，100

233,700

234,500

235,300

236,000

236,700

237,300

238,000

238,800

239,600

240,300

240,800
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65
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67
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69
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71

72

73
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76
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78

79
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『
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79
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82
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87
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81

82
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294,900
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299,300
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301,900
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304.200
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345,500
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94
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lO2

103
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107
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116
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119
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121
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123

124

脚

01

01

01

01

02

02
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ー

125

備考（一） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定

する国会職員を除く。

（二） 2級の1号給を受ける国会職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で

両識院の議長が協雛して定めるものの給料月額は､この表の額にかかわらず､』86,700円とする。

備考（一） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定
する国会職員を除く。

（二） 2級の1号給を受ける国会聯員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で

両議院の議長が協議して定めるものの給料月額は､この表の額にかかわらず、185,200円とする。
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現 行 改 正 案後
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号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
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の区

分

、蜜慧
号給

1級

給料月額

2級

給料月額

3級
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4級

給料月額

5級

給料月額



289,100

290,000

252,100

253,400

334,600

335,600

225,100

226,100

179,600

181,300

39

40

334,600

335,600

289,100

290,000

251,000

252,300

223,800

224,900

178,000

179,700

39

40

290,600

291,600

292,600

293,500

336,600

337,600

338,600

339,600

254,400

255,600

256,500

257,800

226,900

228,100

229,100

230,200
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184,200

185,500

186,900

41

42

43

44

336,600

337,600

338,600

339,600

290,600
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292,600

293,500

253,300

254,600

255,700
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225,800

227,000

228,000

229,100
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42

43
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295,100
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343,500
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232,200

233,300

234,300
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340,500
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257j800
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260,100
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230,200

231,200

232,300

233,300
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188,200
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45

46

47
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297,600

298,200

298,900

299,700

344,400

345,300

346,200

347,OOO

262,800

263,800

264,900

265,600

235,300

236,300

237,300

238,300

'93,800

194,900

196,000

197,200

49

50

51

52

344,400

345,300

346,200

347,000

297,600

298,200

298,900

299,700

262,300

263,500

264,700

265,600

234,300

235,400

236,500

237,600

'92,300

193,400

194,500
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49
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347,800

348,600

349,400
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300,300

301,100

301,800

302,500

266,500

267,600

268,800

270,000

239,400

240,400

241,100

241,800

198,300

199,400

200,300

201,400

53

54

55

56

347,800

348,600

349,400

350,100

300,300

301,100

301,800

302,500

266,500

267,600

268,800

270,000

238,700

239,700

240,600

241,400

'96,800

197,900

198,800

199,900

53

54
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56

350,800
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352,400
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303,200

303,900

304,700

305,400

270,800

271,800

272,900
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242,700

243,600

244,500

245,200

202,500

203,500

204,500

205,500

57

58

59

60

350,800

351,600

352,400

353,100

303,200

303,900

304,700

305,400

270,800

271,800

272,900

273,900

242,3001

243,300

244,300

245,200

201,000

202,000

203,000

204,000

57

58

59

60

｜

a。

’306,000

306,700

307,400

308,100

353,800

354,500

355,200

355,900

246,000

246,900

247,800

248,700

274,900

276,000

276,800

277,900

206,600

207,500

208,400

209,300

61

62

63

64

353,800

354,500

355,200

355,900

306,000

306,700

307,400

308,100

274,900

276,000

276,800

277,900

246,000

246,900

247,800

248,700

205,100

206,000

206,900

207,800

61

62

63

64

308,600

309,100

309,700

310,300

356,500

357,000

357,500

358,000

278,700

279,500

280,300

281,100

249,500

250,300

251,100

251,800

210,000

210,800

211,500

212,300

５
６
７
８

６
．
６
６
６

356,500

357,000

357,500

358,000

308,600

309,100

309,700

310,300

249,500

250,300

251,100

251,800

278;700

279,500

280,300

281,100

208,500

209,300

210,000

210,800

65

66

67

68

310,900

311,300

311,800

312,300

358,400252,500

253,100

253,500

253,900

281,700

282,500

283,300

284,000

212,700

213,300

213,600

214,000

69

70

71

72

358,400310,900

311,300

311,800

312,300

281,700

282,500

283,300

284,000

252,500

253,100

253,500

253,900
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用職

員以
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211,200

211,800

212,100

212,600

69

70

71

72

再任

用職

員以

外の

聯員

284,800

285,500

286,300

287,100

312,600

313,100

313,600

314,000

254,100

254,500

255,000

255,500

214,200

214,600

215,100

215,700

73

74

75

76

312,600

313,100

313,600

314,000

254,100

254,500

255,000

255,500

284,800

285,500

286,300

287,100

212,800

213,400

213,900

214,600

73

74

75

76

255,800

256,200

256,700

257,200

287,700

288,200

288,700

289,100

314,200

314,500

314,800

315,100

215,900

216,600

217,100

217,600

77

78

79

80

314,200

314,500

314,800

315,100

287,700

288,200

288,700

289,100

255,800

256,200

256,700

257,200

214,800

215,500

216,000

216,600

77

78

79

80

218,300 257,50081 289,500 315,400289,500 315,400257,500217,30081
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備考 この表は､機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会職員で、

両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
備考 この表は､機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会職員で、

両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
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、
。

）
。
。

U

〔
唾
唾
《
草
＠
つ
○

唾
唾
、
や
○
つ
・

唾
”
、
》
《
○
・

唾
、
、
。
「
○
つ

曙
唾
酋
》
函
○
○

函
画
四
一
ｍ
Ｃ
つ

唾
嘩
今
』
。
○

曙
産
《
ｐ
い
つ
つ

に
匡
唾
』
“
つ
つ

塵
“
曙
》
『
つ
つ

唾
唾
唾
》
つ
つ
。

画
醇
四
。
に
つ
。

塵
唾
一
》
四
・
つ

唾
、
一
む
つ
。
○

唾
め
い
》
つ
○
○

塵
、
瞳
。
い
○
。

塵
唾
。
》
い
つ
○

唾
四
つ
唖
、
○
つ

塵
函
つ
》
ぬ
○
つ

唾
酌
一
』
つ
つ

唾
包
哩
』
唖
○
つ

曙
「
、
》
、
つ
つ

唾
司
＠
℃
「
つ
つ

曙
四
つ
．
・
○
つ

塵
司
司
・
唾
○
○

塵
司
唾
》
い
つ
○

曙
『
、
写
、
◎
。

唾
割
”
・
垣
。
。

唾
「
③
一
睡
。
。

匡
割
『
』
つ
つ

唾
『
ヨ
ロ
ニ
。
。

唾
司
「
。
「
○
つ

膳
「
、
》
四
つ
つ

唾
司
の
』
つ
つ

瞳
「
α
》
い
つ
つ

曙
「
ｍ
ｐ
ｍ
。
。

曙
司
《
－
－
，
つ
。

塵
『
一
口
、
。
・

曙
司
、
》
塵
つ
。

塵
司
、
ｐ
の
。
。

塵
②
”
画
○
つ
つ

唾
の
唾
一
切
●
○

四
の
、
》
＠
つ
○

唾
の
④
、
唖
。
。

塵
＠
の
》
。
。
○

隼
、
の
』
函
○
○

唾
③
『
』
○
つ
つ

吟
の
「
ｐ
、
つ
つ

』
②
今
匂
。
。
つ

い
②
一
一
画
。
○

唾
＠
ｍ
》
つ
。
。

唾
の
、
。
、
。
。

唾
毎
暉
や
一
つ
。

い
つ
い
り
「
つ
つ

四
唾
い
や
唾
つ
◎

唾
、
い
・
つ
つ
つ

“
の
。
二
つ
○

唾
②
。
・
唾
・
。

』
の
一
七
唾
。
つ

い
の
一
。
『
。
。

唾
、
唾
査
つ
。

』
、
唾
や
④
。
。

』
、
。
》
ｍ
ｃ
ｏ

』
の
つ
。
○
○
○

》
、
の
》
い
つ
つ

い
、
つ
』
画
。
つ

い
、
『
》
全
。
。

四
ｍ
「
ｏ
塵
。
。

』
画
一
》
。
。
つ

い
画
一
や
↓
つ
。

吟
、
、
》
今
。
。

》
函
の
。
○
つ
。

唾
皇
一
四
↓
《
つ
つ

い
、
。
差
○
○

塵
、
つ
》
↓
つ
つ

唾
、
一
・
《
つ
つ

四
四
一
画
、
つ
○

塵
、
瞳
・
』
つ
つ

四
ｍ
唾
亨
＠
つ
○

唾
、
唾
ｐ
ｍ
Ｃ
ｃ

唾
②
』
，
、
ｃ
つ

四
哩
噌
》
の
つ
つ

い
哩
学
》
《
つ
つ

四
④
い
》
の
。
つ

い
④
今
。
《
つ
つ

唾
②
ｃ
－
迄
。
つ

い
④
一
四
ｍ
つ
・

唾
④
唾
》
つ
つ
。

唾
＠
膳
。
ｍ
ｃ
。

寧
塵
唾
一
画
。
○

い
の
＠
や
、
。
。

塵
②
つ
》
一
つ
つ

い
④
。
。
、
つ
つ

一
一
唾
．
｝
つ
つ

一
一
○
一
唾
つ
。

《
』
一
一
唾
。
ｃ

一
一
』
一
ｍ
。
○

一
一
一
。
”
つ
つ

一
つ
の
》
唾
つ
つ

一
○
”
せ
の
つ
。

《
。
＠
》
・
つ
つ

《
。
④
。
唾
つ
③

一
つ
、
》
函
。
。

へ
一
つ
②
》
＠
つ
。

《
一
○
口
唾
つ
○

一
一
○
・
ｍ
。
。

一
一
一
》
い
つ
。

《
一
睡
口
堕
つ
。

一
一
唾
』
の
つ
つ

《
《
い
り
垣
。
。

二
一
四
，
四
つ
。
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｜ ｜ ’ ’ 285,9001 369,800113』001 ；j69.BUU

備考 この表は､速記に従事する国会職員で､両議院の議長が協議して定めるものに適用する。備考､， この表は､速記に従事する国会職員で､両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

Ｐ
Ｔ

自

由

宅

１
部
［
Ｉ

一

○0●

再任

用職
員

182,800 209,800 279,400 309,400 338,500 371,400



』匙"〆

一 一も

工 面謡R7E豊麗

'’0600

13,600

15,600

17,600

19,600
21,400

23,400

25,300

27,‘'00

29,200

31,000

32,800

34,600

36,500

38,400

10,300

11,80C

13,700

15,600

17,500

19,100
50,600

51,900

53,300

5‘1,800

56,000

57,300

58,500

59,700

30,900
32,200

33,‘100

33,900
35,200

36,400
37,500

38,300
39,500

70,500

71,500

72,900
74,100

75,400
76-600

51，30C

53,10C

54,90C

56,70［

58,40C

60,20C

61,80C

63,50C

64,80C

66,40C
67,70C

69,00C

70,40C

71,80（

72,90（
74,20〔

74,90C

76,30C

77,70C
79,00C

80,30C
81,50C

82,80C

84,30C

85,50C

87,30C

89,40C
91,50C

93,50C

95,40C
97,10C

98,900

00,60C
O2,400

04,30C
O6,10C

O7,800

09,600

11,600
13,300

15,000
17,00C

l9，100
21－200

j5,300

17,100
’9,200
31,500

33,400
35,500

07,500
09,600

11,600

13,700
15,700
17,600

19,90C

21,900

24,000

26,000

27,80C

30,100
32,200
34,500

36,600
38,700

10,900

13,000

M,800

i7,000
19,000

51,100

52,800

ﾗ5,000

ﾖ6,900

39,100

30,500
32,500
34,400
36,500

38,500

70,700

72,800

74,800

76,800
78,900

31,000
33.000

24，90U

27,200

29,400

31,500

33,500
35,400
37,600

39,600

41,600

43,900

46,100

48,400

50,500

52,60C

54,800
56,900

58,900

61,000

63,100

65,300

66,900
68,900

70,700

72,800

74,400

76,500

78,600

80,700

82,700

84,800
86,900

88,900

91,100
93,200

95,300

97,200

98,900
00,800

,2,500

,4,300

05,700
07,200

08,600
10－000

/0，10U

72,000

74,000

75,900

77,700

79,700

31,600

33,600

35,600

37,300
39,100

J0,900

92,70C

95,000

97,300
99,60C

01,600

M,200
36,700

)9,200

11,'100

13,200
15,000

16,800

18,700

20,40C
22,30C

24,10C

25,800

27,600
29,400

31,200

32,800
34,500
36,200
37,900

39,100

10,900

12,700
14,500

15,900

17,400
18,700
弓0100

I~ｲ,bUU

19,800

52,10C

54,30C

56,30C
58,40C

50,60C

62,80C

64,50C

66,700

68,70C
70,90C

72,70C
74,80C

76,80C

78,90C

30,50C

82,60C
34,600

36,700

38,700
90,90C

93,10C
95,20C

〕7,10C

ｦ9,200
〕1,400

]3,600

〕5,500

〕7,500
)9,400

11,300

13,000
1''’600

16,200

17,800

19,400

21,200

』3,000

24,800

』6,600

28,300

)0,000
11．600

09,900

11,900

13,900

15,900

17,900

19,700

21,700

23,600

25,700
27,500

29,300

31,100

32,900

34,800

36,700
38,600

40,100

42,000

‘'3,900

45,800

47,400
48,900

50,200

51,600

53,100
54,300
55,600

56,800

58,000

59,200
60,600

61,800

62,300
63,600

64,80C
66,100

67,000

68,200

69,200
70,200

71,600
72,90C

74,20C
75－400

J3，900

)5,900

j8,000

〕0,300

〕2,200
〕4,400

〕6,500

)8,700

10,700

12,800
15,000

17,000

19,300

21,600
23,800

26,000

27,800

30,100

32,200

3'1,500

36,600

38,70C

40,900

113,000

M,80C

47,00C

『19,00C

51,10C

52,80C

55,000
56,900

59,100

60,500

62,50C

64,400

66,50C

68,500

70,700

72,800
74,800

76,800

78,90C

81,00C
83-OOO

１
１
１

１

０
１
１
１

，
】
《
Ｕ
内
Ｕ
０
１
１
０
ｎ
》
《
Ｕ
【
Ｕ
０
０
０
１
０
０
１
０
【
Ｕ
ｎ
〕
ｎ
Ｕ
ｎ
》
《
Ｕ
０
１
１
１

１

口
■
且
口
釦
・
《
、
〕
■
Ⅱ
凸
一
■
■
■
■
且
■
・
■
０
■
』
■
ｍ
ｕ
辺
ｎ
Ｍ
】
叩
く
】
ｎ
Ｍ
〕
ｏ
ｎ
》
Ｆ
『
】
■
■
■

刀
Ⅱ

■
■
■
■
■

匂
〃
０
■
■
且
、
弓
凹
〃
、
】
ｎ
ｍ
Ｕ
ｍ
〃
■
■
■
Ⅱ
凸
■
■
■
■

■
■
■
■
可
ノ
■
、
Ⅱ
一
■
■
■
■
０
Ｊ
ｎ
皿
凹
■
日
■

’
’
’

二
コ

。

羽
剴

、
』

17，600

19，800

ﾗ2,100
ﾗ4,300

ﾗ6,300

ﾗ8,400

ぅ0,600

32,800

ぅ4,500

36,700

う8,700

70,900

72,70C

74,80C

76,80C

78,90C

30,50C

32,6OC

B'1,60C

36,70C

38,70C

30,90C

93，10C

ﾂ5,20C

’7,IOC

〕9,200

〕l,‘IOC

)3,60C

〕5,50C

)7,500

)9,400

11,300

13,000

14,600

16,200

17,800

19,400

21,200

23,000
24,800

26,60C

』8,300

30,000
11-600

j7D900

う9,800
71,800
73,700

75j600
77,600

79,500
31,500

33,500

35,200

37,000

38,800

90,700

93,000
95,300
97,600

99,800
02,400

04,900

07,400

09,700

11,500
13,300

15,100

17,000

18,700
20,600

22,400

24,100

25,900
27,700

29,500

31,100
32,800

34,500
36,200

37,400
39,200

41,000
42,800

44‘200

45,700
47,OOO
4R,400

19,b0U

jl,400

i3,200
ﾗ5,000

i6,700
i8,500

ぅ0,100

)1,800

）3,100

〕4,700
ぅ6,000

う7,300

う8,700

70,100

71,200
72,500

73,300

74,700
76,100
77,500

78,800

30,20C

31,500

33,000

M,20C

36,10C

38,200

〕0,300

〕2,30C

M,30C
〕6,100

)8,000

）9,700
]1,600

〕3,600

〕5,500

)7,200

〕9,300

11,400
13,300

15,000
17，OOC

l9,lOC
21-200

６
７
８

13

1'1

15

16

LO

胃

１
２
３
４

２
２
２
２

25

26

27

28

33

3‘1

35

36

41

42

43

4'1

現 行 改 正 案後

、噸、噸 1級1級 2級2級 3級3級 4級4級 5級5級 6級6級

号給号給 給料月額給料月額 給料月額給料月額 給料月額給料月額 給料月額給料月額 給料月額給料月額 給料月額給料月額

職員

の区

分



』

411,500

413,200

414,800
416,500

384,700
386,500
388,200
390,000

433,000

434,300
435,700
437,000

277,900
279,400
280,800
282,300

322,900

324,900
326,900
328,800

５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
《
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
叩

４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
９
９
９
９
９
９
９
，
９
９
９
１

251,400

252,700
253,900
255,100

433,000

434,300
435,700
437,000

411，500

413‘200

414,800
416,500

384,700

386,500

388,200

390,000

322,900

324,900

326,900
328,800

276,700

278,300

279,900
281,500

249,700

251,000

252,200

253,400

妬
妬
仰
姻
相
即
別
馳
認
別
弱
砧
師
記
弱
印
印
他
“
“
鯛
“
師
鎚
的
沁
刑
沌
沌
測
布
花
両
氾
ね
帥
．
馴
哩
鋼
肌
駈
妬
師
鯛
的
卯
馴
兜
兜
恥
妬
妬
卯
兜
兜
Ⅷ

418,000
419,100

420,200
421,200

｡391,400

393,000

394,600

396,200

438,000

438,900

439,800

440,600

330,400

332,200

333,900
335,900

284,200

286,000

287,600
289,000

256,200

257,400

258,400

259,500

438,000

438,900

439,800
4‘10,600

418,000

419,100

420,200
421,200

391,400

393,000

394,600
396,200

330,400

332,200

333,900
335,900

283,400

285,200

287,000
288,500

254,500

255,700

256,800
257,900

422,000

422,900

423,800

424,600

441,600

442,000

442,200
442,500

398,100

399,700
401,300

403,000

337,500

339,400
341,200
343,200

290,700

292,400
294,100
295,700

260,100

261,200

262,300

263,400

“1,600

“2,000

442,200
“2,500

422,000

422,900

423,800

424,600

398,100

399,700

401,300
403,000

337,500

339,400

341,200
343,200

290,200

292,100
293,900
295,700

258,600

259,700

260,800
262,000

442,800
443,100

443,400

443,700

425,200

425,700

426,400

427,200

404,800
406,100

407,500

408,800

344,400

346,400

348,300
350,200

297,200

298,900

300,700
302,500

264,200

265,400

266,400
267,500

442,800

443,100

443,400

443,700

425,200

425,700

426,400

427,200

404,800

406,100

407,500

408,800

344,400
346,400

348,300

350,200

297,200

298,900

300,700

302,500

262,900

264,100

265,100

266,200

427,600

428,200

428,700

429,200

443,900

444,300
“4,700

445,100

409,800

410,900
412,000

413，100

352,000

354,200
356,400

358,600

304,000

305,800

307,600

309,300

268,700

269,500
270,900

272,100

443,900

444,300
“4,700

445,100

427,600

428,200
428,700

429,200

409,800

410,900
412,000

413,100

352,000

354,200
356,400

358,600

304,000

305,800

307,600

309,300

267,400

268,300

269,700

270,900

445,300

445,600

446,000

446,200

429,700

430,300

430,700
431,200

413,800

414,800

415,800
416,700

360,500

362,600

364,600

366,700

310,600

312,300

313,700
315,400

273,100
274,600

275,800

277,200

445,300
445,600

446,000

446,200

429,700

430,300

430,700
431,200

413,800

414,800

415,800

416,700

360,500
362,600

364,600
366,700

310,600

312,300

313,700
315,400

271,900

273,500

274,900
276,400

446,400

446,700
447,100
447,400

431,400

431,700

432,000

432,300

368,400

369,900
371,300

372,800

417,500

418,000

418,600

419,100

316,800

318,300
319,700

321,300

278,800

280,400

281,700

283,200

431,400
431,700
432,000

432,300

446,400

446,700

447,100

447,400

417,500

418,000
418,600

419,lOO

368,400

369,900
371,300

372,800

316,800
318,300
319,700

321,300

278,000
279,600

281,200

282,700

再任

用職

員以

外の

職員

〔0

門

任
職
以
の
員

再
用
員
外
職

432,700
433,000

433,300
433,600

447,600
447,800
448,200
448,500

419,700
420,100

420,600
421,100

374,000

375,200

376,500
377,800

322,200
323,800

325,300
327,000

284,600

285,800

287,200
288,400

432,700
433,000

433,300
433,600

447,600

447,800

448,200
“8,500

419,700

420,100
420,600
421,100

374,000
375,200

376,500
377,800

322,200
323,800
325,300

327,000

284,100

285,500
287,000
288,400

ー

433,900

434,200
434,500

434,800

448,700

448,900
449,300

“9,600

379,100

380,400

381,700

383,000

421,500

422,000

422,600
423,100

328,800

330,500

332,100
333,700

289,900

291,400

293,000

294,600

433,900

434,200
434,500

434,800

448,700

448,900
449,300
449,600

421,500

422,000
422,600

423,100

379,100

380,400

381,700

383,000

328,800

330,500
332,100

333,700

289,900

291,400
293,000

294,600

384,100

385,40Q
386,600

387,900

423,300

423,900

424,400

424,600

435,100

435,300
435,600

435,800

449,800

450,000
450,400
450,700

335,400

337,100

338,700

340,400

295,800
297,200

298,700

300,200

423,300
423,900

424,400

424,600

435,100

435,300

435,600

435,800

449,800

450,000

450,400
450,700

384,100

385,400

386,600
387,900

335,400

337,100

338,700
340,400

295,800

297,200
298,700

300,200

389,100
389,900

390,600

391,400

436,100
436,300

436,600

436,800

450.900341,800
343,300

344,800
346,300

424,800

425,300

425,600
425,900

301,100
302,600

303,800
305,300

436,100
436,300

436,600

436,800

450.900389,100
389,900

390,600
391,400

424,800
425,300

425,600

425,900

341,800
343,300

344,800
346,300

301,100

302,600

303,800

305,300

347,500

348,700

350,000

351,300

392,000

392,700

393,400
394,lOO

437,100

437,300

437,600
437,800

306,600

308,000

309,100

310,500

426,200

426,600

427,000

427,400

437,100

437,300

437,600
437,800

392,000

392,700

393,400

394,100

426,200

426,600

427,000

427,400

347,500

348,700

350,000
351,300

306,600

308,000
309,100

310,500

352,800

354,300
355,800

357,300

394,700

395,200
395,800

396,300

427.700 438.100311，400

312,900
314,200

315,700

394,700

395,200

395,800

396,300

427,700 438‘100352,800
354,300

355,800
357,300

311,400

312,900

314,200

315,700

358,600
359,800

360,900
362,100

396,900

397,300

397,900
398,400

317,200

318,700

320,100
321,60Q

396,900

397,300

397,900

398,400

317,200
318,700

320,100

321,600

358,600

359,800

360,900

362,100

C
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、
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〕
哩
岩
Ｃ
○

Ｊ
一
一
塵
つ
つ

〕
、
》
唾
。
つ

い
の
》
ｍ
ｏ
ｏ

ｍ
「
》
つ
つ
つ

唾
、
』
つ
つ

四
唾
》
べ
つ
○

ｍ
の
一
吟
○
つ

の
。
》
＠
つ
。

『
◎
・
《
。
。

『
。
』
。
。
。

『
一
》
一
○
つ

『
一
》
の
。
。

『
唾
》
塵
つ
。

『
唾
ロ
＠
つ
。

『
い
》
今
・
つ

『
四
一
四
つ
つ

『
《
》
い
つ
つ

『
《
》
垣
。
。

『
、
》
四
○
つ

『
、
》
、
つ
つ

『
、
》
。
○
つ

↓
の
》
《
つ
つ

『
の
》
「
つ
つ

『
「
》
い
つ
つ

『
「
》
唾
つ
ロ

ョ
陸
》
四
つ
。

『
犀
や
め
つ
つ

↓
○
一
一
○
つ

「
垣
迄
③
。
つ

唾
・
や
』
つ
己

露
○
一
ｍ
○
つ

四
つ
や
○
○
つ

醒
一
』
《
つ
つ

、
』
一
画
。
つ

唾
唾
毎
嘩
つ
ロ

函
暉
・
ｍ
ｏ
ｏ

唾
唾
》
ｃ
ｏ
ｏ

唾
唾
や
、
。
。

”
埜
一
》
。
○
つ

エ

ユ

韓

つ

つ

唾
α
》
色
ｃ
ｃ

空
車
》
』
つ
つ

》
ぬ
》
唾
つ
つ

●
。
》
唾
○
つ

一
つ
》
、
。
。

・
つ
む
④
○
つ

・
一
や
《
○
つ

・
一
》
↓
。
凸

・
塵
や
唾
。
つ

・
塵
》
「
つ
つ

・
い
や
唾
・
つ

・
塵
》
↓
○
つ

・
壁
》
＠
つ
つ

●
《
》
《
・
つ

・
《
》
＠
つ
つ

ロ
、
》
《
つ
つ

ロ
、
》
つ
つ
己

・
の
』
つ
つ

ロ
の
画
の
。
。

ロ
ョ
』
つ
つ

。
『
》
全
＠
つ

。
『
》
吟
Ｃ
ａ

○
画
》
い
つ
（

・
唾
》
唾
つ
ら

つ
⑤
，
一
つ
（

ぐ

〕
』
〕
』
》
塵
・
一

口
ｍ
ｅ
〔
ロ
ョ
ロ
届

・
の
一
弓

《

〕
“
』
こ
こ

）
一
》
塵
つ
邑

哩
、
》
塵
つ
ら

〕
⑦
》
、
。
己

〕
『
》
毎
つ
〔

哩
醇
』
。
（

〕
唾
や
司
○
〔

唖
ｃ
》
“
。
（

哩
唾
ｂ
、
。
（

『
。
一
一
○
（

『
。
》
＠
つ
（

『
一
一
一
○
〔

『
一
》
準
つ
ら

『
塵
や
い
つ
〔

『
曙
》
、
。
〔

『
塵
》
二
つ
〔

『
唾
》
画
。
己

『
今
や
塵
。
〔

毒
妄
哩
。
〔

『
ｍ
》
い
つ
〔

『
、
己
ｍ
・
（

『
①
む
つ
。
（

『
②
》
《
○
〔

『
毎
句
割
つ
〔

『
「
一
四
つ
〔

『
劃
》
ぬ
。
〔

『
唾
》
塵
。
〔

「
匪
口
唾
。
〔

『
④
一
一
○
（

『
④
》
の
。
〔

唾
ｏ
壱
○
（

》
つ
む
、
。
（

》
つ
ロ
＠
つ
（

四
』
・
比
一
つ
（

吟
一
口
、
。
〔

四
唾
》
瞳
。
〔

空
嘩
七
ｍ
。
（

空
睦
》
。
。
（

牢
睦
》
、
つ
ら

》
《
》
つ
つ
己

母

』

華

つ

［
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唾
、
い
》
唾
。
。

唾
、
唾
一
塵
つ
。

唾
、
、
》
岸
。
。

い
つ
の
》
ぬ
。
。

唾
嘩
「
》
、
。
。

い
、
一
一
膳
。
つ

犀三弓

露甫

唾
、
唾
》
瞳
。
。

唾
、
唾
・
膳
。
。

嘩
唾
、
』
。
。

い
つ
④
》
唾
つ
。

四
唾
司
》
、
。
。

四
ｍ
《
》
唾
。
。



備考 この表は､議院警察に従事する国会職員で､両議院の議長が協議して定めるものに適用ずる。術考 この表はも議院警察に従事する国会職員で､両識院の識長が協議して定めるものに適用する。
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○
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）

⑧
～
⑥
（
略
）

第
七
条
の
四
（
略

②
勤
勉
手
当
の
額

次
力
公
蜜
一
元
、
更
可
菫
我
壱
元

津
〈
七
々
秀
α
一
一

②
期
末
王

国
会
職
昌

竺
参
↑
妻
を
全

汁
の
各
絆

一

＄

昌
鰹
壁
礎
側
酋
自ｚ

》
岸
匡

利
一
へ
円

赤
里
命

局
の ＞

フ
0

星
桐
罷

乳
士
僧
７

限
表
及
ひ
拒
定
墹
給
細

の
職
務
の
複
雑
、
困
靴

の
国
会
職
員
の
う
ち
、

で
洲
勿
一
玉

匡
胴
有
示
し
主

②策 ⑧
～
⑥

②第
〃
ん
狗
信
隅
Ｅ

＄
（
第
二
条
関
係
）

崎
く
‐
）
に
こ
い
て
個
百
分
α
百
七
十
二
・
五
、
そ
れ
以
外
の
匡
会
畷

い
て
は
百
分
の
百
三
十
（
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職

の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
及
び
指
定
職
給

外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑
、
因

責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
の
う

職
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に

「
特
定
管
理
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
十
、
指
定
職

の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
）
を
乗
じ
て
得

基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
の
次

《』
眉
〆

Ｔ
Ｆ
Ｔ

淫
の

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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Ｆ
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現
行



弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
及
び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
委
員
長
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
属
長
が
支
給
す
る
勤
勉
手

当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
国
会
職
員
次
に
掲
げ
一
（
同
上
）

る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉
イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
州
渕
到
判
村
到
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ
て
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
刈
引
例
川
Ｈ
廿
１
到
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ

は
、
司
州
渕
到
引
刊
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
て
は
、
司
州
利
割
引
河
口
１
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
洲
到
引
斗
１
封
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
次
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
二
（
同
上
）

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
（
略
）
‐

イ
（
同
上
）

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
制
到
判
到
４
１
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
制
。
判
打
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
．
④
（
略
）

③
．
④
（
同
上
）

○

C
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○
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
（
第
三
条
関
係
）

２
～
５

2

特
定
任
難
付
墹
員
に
対
す
る
給
与
頬
程
第
七
条
の
三
策
一
頭
及
び
第
三
堰
、

弟
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

矧
刎
司
廿
刈
付
．
Ⅷ
到
一
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職

硯
程
冗
瞳
用
穿
創

く
】
瞳
干

2 ２
～
５（

給
与
親
程
の
適
用
除
外
等
）

二
条
（
同
上
）

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、

粥
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

民
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

Ｔ
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

と
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

万
の
百
六
十
七
・
五
一
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職

爬
与
に
関
す
る
桧

へ
へ
『
則
し
」
一

《

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－21－

改
正

坐
兼
後

現
行



員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

。

一

1

員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

の

ゴー1

I

、

ン

○ J，

ー、

－22－ ノ



○
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
十
一
月
一
一
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
（
第
四
条
関
係
）

》

く

〈

?

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－23－

（
給
与
規
程
の
適
用
除
外
等
）

第
三
条
（
略
）

2

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と と
、、

同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」ｌ

給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
七
十
」
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」

あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

と

改
正
葬
後

（
給
与
規
程
の
適
用
除
外
等
）

第
三
条
（
同
上
）

2

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、

’

給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

矧
刎
剴
引
判
制
コ
ー
到
」
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。
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